
第１段階
・生活保護者
・老齢福祉年金受給者（市民税非課税）

基準額×0.5 25,200円

第２段階
・世帯全員が市民税非課税
　（本人所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下）

基準額×0.5 25,200円

第３段階 ・世帯全員が市民税非課税（上の区分を除く） 基準額×0.75 37,800円

第４段階 ・本人が市民税非課税で世帯員が課税 基準額×1.0 50,400円

第５段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満 基準額×1.25 63,000円

第６段階 ・本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上 基準額×1.5 75,600円

保険料の算定 年　　額対　　　　　　　　象

※基準額は３年ごとに見直しされます。金額は18〜20年度の保険料年額です。

介護保険料の算定
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新
し
い
市
で
は
こ
う
な
り
ま
す

介
護
保
険
事
業

保
険
料
の
額
は
市
民
税
の
課
税
状
況
な
ど

に
よ
り
、
６
段
階
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
第
２
・
第
３
段
階
は
１
つ
の

区
分
で
し
た
が
、
こ
れ
を
２
つ
に
分
け
て
負

担
の
軽
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
税
制
改
正
に
よ
り
こ
れ
ま
で
市
民

税
非
課
税
だ
っ
た
人
や
世
帯
が
課
税
対
象
と

な
る
こ
と
で
、
保
険
料
段
階
が
上
が
り
保
険

料
が
増
額
と
な
る
被
保
険
者
に
は
、
３
年
間

の
緩
和
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。

学
校
教
育
事
業

学
校
給
食
の
保
護
者
負
担
額
、
給
食
形
態

︵
米
飯
・
パ
ン
・
麺
の
回
数
の
こ
と
︶
で
す

が
、
能
代
と
二
ツ
井
で
違
い
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
学
校
給
食
運

営
委
員
会
に
は
か
っ
て
、
で
き
る
だ
け
早
く

統
一
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

給
食
費
の
徴
収
方
法
は
﹁
現
行
の
と
お
り
﹂

と
し
て
い
ま
す
が
、
新
市
で
調
整
し
ま
す
。

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
は
﹁
現
行
の
と
お
り

と
し
、
地
域
の
実
情
を
考
え
な
が
ら
新
市
で

運
行
形
態
を
調
整
す
る
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
。

社
会
教
育
事
業

図
書
館
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
・
そ
の
ほ
か
の

社
会
教
育
関
連
施
設
は
﹁
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぎ
、
新
市
で
管
理
運
営
方
法
等

必
要
な
調
整
を
行
う
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
。

成
人
式
は
﹁
新
市
で
開
催
方
法
等
必
要
な

調
整
を
行
う
﹂
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

公
民
館
事
業
・
各
種
教
室
・
講
座
、
各
種

ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
は
﹁
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぎ
、
新
市
で
開
催
方
法
等
必
要
な

調
整
を
行
う
﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
。


